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令和８年４月１０日 美郷町農業委員会会議録 

 

 

令和８年４月１０日午前９時００分農業委員会総会を美郷町役場に招集した。 

 

 

１．出席委員は、次のとおり 

  

 

１番  佐々木 定 廣    １０番  深 沢   靖 

２番  継 田 竜 也    １１番  齋 藤 美由木 

３番  高 橋 広 樹    １２番  髙 橋 国 広 

４番  奥 山 秀 治    １３番   佐々木 竜 孝 

５番  小 西 嘉 之    １４番  加  藤 堅之助 

６番  深 田 秋 彦    １５番  髙 橋 秀 行 

７番  山 田 貞 子    １６番  細 井 千代文     

８番  髙 橋 孝 人    １７番  髙 橋 正 尚 

９番  髙 橋 一 平 

   

  

    

           

     

                

本会委員出席者  １７名 

 

 

    

 

 

 

 

２．欠席委員は、次のとおり 

 

 

      な   し 
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１．出席事務局職員 

 

局  長           髙 橋 絹 子 

農地調整班長         梅 川 茂 男 

農地調整班上席主査      髙  橋 章 浩 

 

 

 

２．会議事件は下記のとおり 

 

第 １  議事録署名員の指名について 

第 ２  議案第９号     農地法第３条の規定による許可申請について 

第 ３  議案第１０号    農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農 

用地利用集積等促進計画の策定について（要請） 

    第 ４    議案第１１号   令和８年度最適化活動の目標の設定等について 

     

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 髙橋 正尚  午前９時５０分本委員会の閉会を告げた。 
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令和８年４月１０日農業委員会総会会議録 

 

１．日     時     令和８年４月１０日 

 

２．場     所     美郷町役場特別会議室 

 

３．開     会     午前９時００分 

  

４．閉     会     午前９時５０分 

 

５．議事録署名委員     ３番 高 橋 広 樹 

４番 奥 山 秀 治 

 

 

●議  長 それでは、ただ今から令和８年第４回農業委員会総会を開会いたします。た

だ今の出席委員は、定足数に達しております。 

      お手元に配布してございます、議事日程に従い、会議を進めてまいります。 

●議  長 日程第１、議事録署名員は、委員会規則第１８条第３項の規定により指名し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議事録署名委員は、３番、高橋委員、４番、

奥山委員を指名します。   

●議  長 次に、日程第２、議案第９号農地法第３条の規定による許可申請についてを

上程し議題とします。議案第９号について事務局より説明願います。 

●農地調整班長 【 議案第９号、申請番号３７番から申請番号４７番までについて議案書を

もとに朗読、説明 】 

始めに所有権移転です。 

申請番号３７番、千畑地区の田１筆、３，３８４㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は負債整理のための資金が必要になったため、近

隣で耕作している受人に売買するものです。売買価格は総額○○○円です。 

申請番号３８番、千畑地区の畑２筆、４２３㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。当該地は受人の自宅の敷地内にあり、筆界未定地となって

いるため、受人が取得し管理するものです。両者の話し合いにより対価はあ

りません。 

     続きまして、使用貸借権です。 

     申請番号３９番、仙南地区の田２３筆、４８，５９２㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。両者は親子で、後継者へ経営移譲します。期間は１

０年間です。 

続きまして、賃貸借権です。 

申請番号４０番、仙南地区の田２筆、３，３８５㎡、渡人は○○○さん、 

受人は○○○さんです。受人の経営移譲に伴う契約変更です。賃借料は１０ 
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ａあたり○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号４１番、仙南地区の田１筆、１，１２０㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。申請理由は申請番号４０番と同じです。賃借料は１０

ａあたり○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号４２番、仙南地区の田１筆、２，１５４㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。農地中間管理事業の契約期間満了に伴い、今後は農地

法第３条で契約するものです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５

年間です。 

申請番号４３番、仙南地区の田１筆、５１３㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。合作地のためです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期

間は１０年間です。 

申請番号４４番、仙南地区の田１筆、２７５㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。合作地のためです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期

間は１０年間です。 

申請番号４５番、仙南地区の田５筆、１８，４０４㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。基盤強化法の利用権設定の期間満了に伴い、今後は

農地法第３条で契約するものです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間

は１０年間です。 

申請番号４６番、仙南地区の田１筆、５，１２０㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。基盤強化法の利用権設定の期間満了に伴い、今後は農

地法第３条で契約するものです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は

１０年間です。 

申請番号４７番、仙南地区の田２筆、９，１８１㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。基盤強化法の利用権設定の期間満了に伴い、今後は農

地法第３条で契約するものです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は

１０年間です。 

申請番号３７番から申請番号４７番までの１１件の申請内容につきまして 

は、農地法第３条第２項の各号には該当しておりませんので、許可要件を満

たしているものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第９号について事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それではこれより審議を行います。 

      申請番号３７番から申請番号４７番までについて質疑を行います。質疑ござ

いませんか。 

      【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号３７番から申請番号４７番までに

ついては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号３７番から申請番号４７番までに

ついては原案のとおり決しました。 

●議  長 よって日程第２、議案第９号については原案のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に、日程第３、議案第１０号農地中間管理事業の推進に関する法律に基づ

く農用地利用集積等促進計画の策定について（要請）を上程し議題とします。

議案第１０号について事務局より説明願います。 
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●農地調整班長 【 議案第１０号、申請番号３２３番から申請番号４０９番までについて議

案書をもとに朗読、説明 】 

始めに公社特例事業による所有権移転です。 

以下５件の受人は公益社団法人秋田県農業公社で、公告予定日は４月２８日

です。 

 申請番号３２３番、千畑地区の田１筆、３，０１４㎡、渡人は○○○さんで

す。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。

当該地は渡人の耕作地から離れており、耕作不便となっていたため、隣地を

耕作している購入予定者へ売買するものです。売買価格は１０ａあたり○○

○円です。 

申請番号３２４番、千畑地区の田２筆、２，７７２㎡、渡人は○○○さんで

す。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。 

合作地を解消するため、農地中間管理事業の契約期間満了に伴い売買するも

のです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３２５番、千畑地区の田２筆、５８３㎡、渡人は○○○さんです。

渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。 

合作地を解消するため、農地中間管理事業の契約期間満了に伴い売買するも

のです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３２６番、六郷地区の田４筆、３，８３７㎡、渡人は○○○さんで

す。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。

渡人は農地を相続しましたが、町外居住のため農地を手放したく、現在耕作

をお願いしている購入予定者へ売買するものです。売買価格は１０ａあたり

○○○円です。 

申請番号３２７番、六郷地区の田２筆、１，２１５㎡、渡人は○○○さんで

す。渡人から秋田県農業公社を経由した後の購入予定者は、○○○さんです。 

渡人は高齢により農地を手放したく売買するものです。売買価格は総額○○

○円です。 

 以下１７件は、３月総会で所有者から秋田県農業公社へ売買した案件です。 

渡人は公益社団法人秋田県農業公社で、公告予定日は４月２８日です。 

申請番号３２８番、千畑地区の田１筆、４，０００㎡、受人は○○○さんで

す。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３２９番、千畑地区の田５筆、１５，５０４㎡、受人は○○○さん

です。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３３０番、千畑地区の田１筆、１，２１７㎡、受人は○○○さんで

す。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３３１番、千畑地区の田１筆、１，０１７㎡、受人は○○○さんで

す。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３３２番、千畑地区の田４筆、８，６１２㎡、受人は○○○さんで

す。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３３３番、千畑地区の田２筆、７，２８５㎡、受人は○○○さんで

す。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３３４番、千畑地区の田２筆、８５８㎡、受人は○○○さんです。

売買価格は総額○○○円です。 
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申請番号３３５番、仙南地区の田２筆、７，６６８㎡、受人は○○○さんで

す。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３３６番、仙南地区の田１筆、２，９７７㎡、受人は○○○さんで

す。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３３７番、仙南地区の田１筆、２，０４４㎡、受人は○○○さんで

す。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３３８番、仙南地区の田１筆、７，６６１㎡、受人は○○○さんで 

す。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３３９番、仙南地区の田１筆、１０，２３８㎡、受人は○○○さん

です。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３４０番、仙南地区の田１筆、８，３１２㎡、受人は○○○さんで

す。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３４１番、仙南地区の田４筆、畑１筆、計４，９０８㎡、受人は○

○○さんです。売買価格は、総額○○○円です。 

申請番号３４２番、仙南地区の田２筆、３，４７３㎡、受人は○○○さんで

す。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３４３番、仙南地区の田１７筆、３０，５８３㎡、受人は○○○さ

んです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３４４番、仙南地区の田５筆、１，７９４㎡、受人は○○○さんで

す。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

続きまして、農地中間管理事業による貸借権の設定です。 

申請番号３４５番、千畑地区の田４筆、５，８９４㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３４６番、千畑地区の田４筆、４，０３４㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３４７番、千畑地区の田３筆、畑４筆、計６，４６５㎡、渡人は○

○○さん、受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年

間です。 

申請番号３４８番、千畑地区の田５筆、１１，９６７㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３４９番、千畑地区の田６筆、９，８８４㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号３５０番、千畑地区の田３筆、５，７３５㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３５１番、千畑地区の田４筆、２２，３８３㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 
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申請番号３５２番、千畑地区の田４筆、４，４２１㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３５３番、千畑地区の田２筆、３，６３８㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３５４番、千畑地区の田３筆、７，６３２㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３５５番、千畑地区の田２筆、１，１５４㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３５６番、千畑地区の田１０筆、７，５２１㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３５７番、千畑地区の田５筆、４，１８３㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３５８番、千畑地区の田８筆、１３，５３９㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３５９番、千畑地区の田３筆、３，４０９㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３６０番、六郷地区の田１筆、１，８５５㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５年間で

す。 

申請番号３６１番、千畑地区の田１６筆、１９，９５１㎡、渡人は○○○さ

ん、受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年７か月

間です。 

以下８件の受人は○○○さんで、期間は１０年７か月間です。 

申請番号３６２番、千畑地区の田１筆、２，９８７㎡、渡人は○○○さんで、

賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３６３番、千畑地区の田１筆、２，０９４㎡、渡人は○○○さんで、

賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３６４番、千畑地区の田６筆、１２，０６７㎡、渡人は○○○さん

で、賃借料は総額○○○円です。 

申請番号３６５番、千畑地区の田１０筆、２２，２５９㎡、渡人は○○○さ

んで、賃借料は総額○○○円です。 

申請番号３６６番、千畑地区の田２筆、５，０６９㎡、渡人は○○○さんで、

賃借料は１０ａあたり○○○円です。 
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申請番号３６７番、千畑地区の田６筆、２３，１９５㎡、渡人は○○○さん

で、賃借料は総額○○○円です。 

申請番号３６８番、千畑地区の田３筆、２０，４５９㎡、渡人は○○○さん

で、賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３６９番、千畑地区の田４８筆、８８，９７８㎡、渡人は○○○さ

んで、賃借料は総額○○○円です。 

申請番号３７０番、千畑地区の田９筆、六郷地区の田６筆、計１４，６２３．

４０㎡、渡人は○○○さん、受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円

で、期間は１０年間です。 

申請番号３７１番、六郷地区の田２筆、畑１筆、計７，８１６㎡、渡人は○

○○さん、受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年

間です。 

申請番号３７２番、六郷地区の田１８筆、１７，８６７㎡、渡人は○○○さ

ん、受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

以下３件の受人は○○○さんです。 

申請番号３７３番、六郷地区の田１筆、１，９６４㎡、渡人は○○○さんで

す。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年１０か月間です。 

申請番号３７４番、六郷地区の田３筆、７，６１０㎡、渡人は○○○さんで

す。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年１０か月間です。 

申請番号３７５番、六郷地区の田１３筆、１１，２３８㎡、渡人は○○○さ

んです。賃借料は総額○○○円で、期間は１９年１０か月間です。 

以下６件の受人は○○○さんで、賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３７６番、六郷地区の田２筆、２，０３６㎡、渡人は○○○さんで、

期間は１９年９か月間です。 

申請番号３７７番、六郷地区の田６筆、５，３６４㎡、渡人は○○○さんで、

期間は１９年９か月間です。 

申請番号３７８番、六郷地区の田９筆、３，００２㎡、渡人は○○○さんで、

期間は１９年９か月間です。 

申請番号３７９番、仙南地区の田１筆、４２１㎡、渡人は○○○さんで、期

間は１０年間です。 

申請番号３８０番、仙南地区の田１筆、２，１０１㎡、渡人は○○○さんで、

期間は１０年間です。 

申請番号３８１番、仙南地区の田１筆、２９５㎡、渡人は○○○さんで、期

間は１０年間です。 

申請番号３８２番、仙南地区の田９筆、１７，４０９㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号３８３番、仙南地区の田３筆、８，３８１㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３８４番、仙南地区の田３筆、８，０１７㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間
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です。 

申請番号３８５番、仙南地区の田１筆、２，００６㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は９年８か

月間です。 

申請番号３８６番、仙南地区の田１２筆、畑１筆、計２２，２９０．５７㎡、

渡人は○○○さん、受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間

は１０年間です。 

申請番号３８７番、仙南地区の田１筆、４，７２３㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３８８番、仙南地区の田１筆、２，４００㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３８９番、仙南地区の田１筆、２，１５０㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３９０番、仙南地区の田２筆、１２，２６３㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は９年１０

か月間です。 

以下３件の受人は○○○さんで、、期間は１０年間です。 

申請番号３９１番、仙南地区の田１筆、１，３２８㎡、渡人は○○○さんで、

賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３９２番、仙南地区の田４筆、９，０５９㎡、渡人は○○○さんで、

賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３９３番、仙南地区の田２筆、畑１筆、計３，４２１㎡、渡人は○

○○さんで、賃借料は総額○○○円です。 

申請番号３９４番、仙南地区の田９筆、２１，１６１㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３９５番、仙南地区の田４筆、３，７１６㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３９６番、仙南地区の田６筆、７，０１０㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３９７番、仙南地区の田３筆、３，５９０㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号３９８番、仙南地区の田７筆、１４，４７８㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 
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申請番号３９９番、仙南地区の田１筆、２，７３９㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

     申請番号４００番、仙南地区の田４筆、６，９５３㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は９年１０

か月間です。 

申請番号４０１番、仙南地区の田２筆、２，１６１㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は９年１０

か月間です。 

申請番号４０２番、仙南地区の田４筆、８，３１２㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は９年１０

か月間です。 

申請番号４０３番、仙南地区の田３筆、５，５２６㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号４０４番、仙南地区の田２筆、５，３４４㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

以下３件の受人は○○○さんで、期間は９年１０か月間です。 

申請番号４０５番、仙南地区の田１０筆、畑１筆、計１５，３２０㎡、渡人 

は○○○さんで、賃借料は総額○○○円です。 

申請番号４０６番、仙南地区の田２筆、２，４２１㎡、渡人は○○○さんで、

賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号４０７番、仙南地区の田５筆、７，０４６㎡、渡人は○○○さんで、

賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号４０８番、仙南地区の田１８筆、畑１筆、計３７，５３６㎡、渡人

は○○○さん、受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１

０年間です。 

続きまして、貸借権移転です。 

契約期間は現在の契約の残存期間となります。 

申請番号４０９番、千畑地区の田８筆、４４，２８２㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さん、所有者は○○○さんです。 

○○○地区のほ場整備事業に伴う集積のためです。賃借料はありません。 

申請番号３２３番から申請番号４０９番までの８７件につきましては、農地

中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項の各要件を満たしているも

のと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第１０号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それではこれより審議を行います。 

      申請番号３２３番から申請番号４０９番までについてですが、本人案件があ

りますので、まずは、申請番号３２３番から申請番号３４３番までについて、

質疑を行います。質疑ございませんか。 
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      【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号３２３番から申請番号３４３番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号３２３番から申請番号３４３番ま

でについては原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号３４４番についてですが、本人案件ですので、農業委員会等

に関する法律第３１条の規定により、○番委員の退席を求めます。 

 

                        ○番委員 退席 午前９時３７分 

 

●議  長 それでは、申請番号３４４番について質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号３４４番については原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号３４４番については原案のとおり

決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午前９時３７分 

 

●議  長 次に、申請番号３４５番から申請番号３５６番までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号３４５番から申請番号３５６番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号３４５番から申請番号３５６番ま

でについては原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号３５７番についてですが、本人案件ですので、農業委員会等

に関する法律第３１条の規定により、○番委員の退席を求めます。 

 

                        ○番委員 退席 午前９時３８分 

 

●議  長 それでは、申請番号３５７番について質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号３５７番については原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号３５７番については原案のとおり

決しました。○番委員の着席を求めます。 
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                        ○番委員 着席 午前９時３９分 

 

●議  長 次に、申請番号３５８番から申請番号３８７番までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号３５８番から申請番号３８７番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号３５８番から申請番号３８７番ま

でについては原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号３８８番、３８９番についてですが、本人案件ですので、農

業委員会等に関する法律第３１条の規定により、○番委員の退席を求めま

す。 

                        ○番委員 退席 午前９時４０分 

 

●議  長 それでは、申請番号３８８番、３８９番について質疑を行います。質疑ござ

いませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号３８８番、３８９番については原

案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号３８８番、３８９番については原

案のとおり決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午前９時４０分 

 

●議  長 次に、申請番号３９０番から申請番号４０４番までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号３９０番から申請番号４０４番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号３９０番から申請番号４０４番ま

でについては原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号４０５番から申請番号４０７番までについてですが、本人案

件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、○番委員の

退席を求めます。 

 

                        ○番委員 退席 午前９時４１分 
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●議  長 それでは、申請番号４０５番から申請番号４０７番までについて質疑を行い

ます。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号４０５番から申請番号４０７番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号４０５番から申請番号４０７番ま

でについては原案のとおり決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午前９時４２分 

 

●議  長 次に、申請番号４０８番から申請番号４０９番までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号４０８番から申請番号４０９番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号４０８番から申請番号４０９番ま

でについては原案のとおり決しました。 

●議  長 よって日程第３、議案第１０号については原案のとおり許可決定いたしま

す。 

●議  長 次に、日程第４、議案第１１号令和８年度最適化活動の目標の設定等につい

てを上程し議題とします。 

議案第１１号について事務局より説明願います。 

●農地調整班長 【 議案第１１号について、議案書をもとに朗読、説明 】 

     お手元の別紙様式１をご覧ください。 

このことにつきましては、美郷町農業委員会の令和８年度の目標を設定し、

４月末まで公表することとなっております。 

５８ページをご覧ください。こちらは、農林業センサスや農政課からの数値

により現状を表しております。令和８年４月１日現在の状況となっておりま

す。 

５９ページをご覧ください。こちらは、最適化活動の目標です。上段の（１）

農地の集積①現状及び課題の表ですが、今年度の集積率は８３．３％でした。 

農業従事者の高齢化等に伴い、集積率がわずかに減少しておりますが、担い

手育成など喫緊の課題に取り組みながら、８４％の集積率を目指したいと考

えております。 

（２）遊休農地の解消です。令和７年度は、既存遊休農地の解消には至りま

せんでしたが、面積の変動はございません。後継者や耕作条件の問題等によ

り、借受者が見つかりづらい状況が続いておりますが、町や農業公社等関係

機関と協議しながら、遊休農地解消に向けて引き続き取り組んでまいりたい

と考えております。 
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６０ページをご覧ください。（３）新規参入の促進です。令和７年度は新規  

参入者２名でした。②の目標は、過去３年間の権利移動した面積の平均の１

割を目標面積とすることになっておりますので、７．６ｈａが目標面積とな

ります。 

２最適化活動の活動目標ですが、１人あたりの活動日数を、昨年同様１か月

あたり６日としております。その下の活動強化月間の取組項目も昨年と同じ

ですが、地域計画に基づき、耕作放棄地の解消とともに、担い手への集約・

集積について、引き続き力を注いでいきたいと考えております。 

目標設定については以上です。 

なお、令和７年度目標の達成に向けた活動の点検・評価は、県への報告が５

月末のため、次回総会で審議していただくこととしておりますので、よろし

くお願いいたします。 

●議  長 議案第１１号について事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。 

●議  長 議案第１１号について質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

●議  長 暫時休憩します。                                    午前９時４７分 

●議  長 休憩前に引き続き会議を再開します。         午前９時５０分 

 

●議  長 ほかに質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 それでは、議案第１１号については原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１１号については原案のとおり承認

いたします。 

●議  長 以上で会議案件はすべて終了いたしました。 

●議  長 これをもちまして、令和８年第４回農業委員会定例総会を閉会いたします。 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

   会議終了 午前９時５０分 
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上記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 

 

 

   令和８年４月１０日 

 

 

               美郷町農業委員会会長  髙  橋  正  尚 

 

 

               議 事 録 署 名 委 員  高  橋  広  樹 

 

 

               議 事 録 署 名 委 員  奥  山  秀  治 

 

 


